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議案第２８号 

 

権利の放棄について 

 

 次のように権利を放棄することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１０号の規定により、議決を求める。 

 

令和 ５ 年 ２ 月２８日 提 出 

 

日出町長  本  田  博  文 

 

 

 

１ 権利の概要 

 (１) 債務者  所在地 別府市 法人（１社） 

 (２) 権利の名称  日出町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１５

年日出町条例第１号）第１３条第１項に規定する一般廃棄物処理手数

料 

 (３) 権利の総額  ２１７,５００円 

２ 権利の内訳 

(１) 平成２５年１月分  権利の額  １０７,５００円 

(２) 平成２５年２月分  権利の額  １１０,０００円 

 

   理  由 

債務者は事実上倒産しており、連帯保証人についても、破産法（平成１６

年法律第７５号）第２５２条第１項の規定に基づき、免責の決定がなされ、

債権を回収する見込みがないため、この権利を放棄したいので提出する。 


